岐阜県福祉・農業会館管理運営業務評価員会議設置要綱
　（趣旨）
第１条　この要綱は、指定管理者制度を導入した岐阜県福祉・農業会館（以下「会館」という。）の運営状況の意見聴取等を行う岐阜県福祉・農業会館管理運営業務評価員会議（以下「会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
　（目的）
第２条
会議は次の事項に係る意見聴取を行うことを目的とする。
　一　各年度における指定管理者の管理運営実績に対する評価
　二　指定管理者が岐阜県に提出した次年度の事業計画の適否
　（組織）
第３条
会議は５人以内の評価員をもって組織する。
２　評価員は岐阜県福祉・農業会館に関係する団体及び有識者等から選任し、文書によ

りその就任を依頼する。
（任期）
第４条　評価員の任期は２年以内とする。なお、補欠の評価員の任期は前任者の残任期間とする。評価員は、再任されることができる。
　（会議）
第５条
 会議は、必要に応じ事務局が招集する。
　（評価事項）
第６条　第２条第１号に規定する指定管理者の管理運営実績に対する評価の事項は、以下のとおりとする。
　一　管理基準の充足状況
　二　設置目的の達成状況
　三　公共性の確保の状況
　四　経営状況
　五　派生的効果
　六　その他事務局が必要と認めること
（議事要旨）
第７条　会議の議事については、次の事項を記載した議事要旨を作成する。
　一　会議の開催日時及び場所
　二　評価員の現在数、会議に出席した評価員の数及び氏名
　三　議題
　四　発言者及び発言の内容
　
　（会議等の公開）

第８条　会議は、原則公開とする。ただし、特段の事情により会議を非公開とする場合は、その理由を明示するとともに、議事要旨を原則として公開する。
（事務局）
第９条
 会議の事務局は、岐阜県健康福祉部健康福祉政策課に置く。
　（その他）
第１０条　この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は事務局が別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、平成１８年６月３０日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成２０年７月３日から施行する。
      附　則
　この要綱は、平成２１年７月１４日から施行する。
      附　則
　この要綱は、平成２２年７月５日から施行する。
      附　則
　この要綱は、平成２３年５月２日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２４年７月５日から施行する。

　　　附　則
　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

　　
